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【届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券に係るファンドの

名称】

ＳＢＩ－ＰＩＭＣＯ　ジャパン・ベターインカム・ファンド

（愛称：ベタイン）

【届出の対象とした募集内国投資

信託受益証券の金額】

上限5,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出したことに伴い、2021年９月29日付をもって提出した有価証券届出書(以下

「原届出書」といいます。)の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書

を提出するものです。

Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】

下線部＿＿＿＿が訂正箇所です。

原届出書の下記事項については、それぞれ下記の内容に原届出書を訂正・更新します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(３)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

(略)

③　委託会社の概況(2021年７月末日現在)

(略)

＜訂正後＞

(略)

③　委託会社の概況(2022年１月末日現在)

(略)
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３【投資リスク】

＜訂正前＞

(略)

＜その他留意事項＞

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用

はありません。

・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ

ん。

(略)

《リスク管理体制》

(略)
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＜参考情報＞
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＜訂正後＞

(略)

＜その他留意事項＞

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用

はありません。

・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場

において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる

価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ

ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延

する可能性があります。

・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ

ん。

(略)

《リスク管理体制》

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員

会を設けて行っております。また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動

性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役

会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

(略)

＜参考情報＞
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４【手数料等及び税金】

(５)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2021年７月末現在、以下の通りです。

なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

(略)

＜訂正後＞

収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2022年１月末現在、以下の通りです。

なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

(略)
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５【運用状況】

※以下の内容に更新します。

＜更新後＞

（１）【投資状況】

(2022年１月31日現在)

資産の種類 国　　名
時価合計

（円）

投資比率

（％）

投資信託受益証券 日本 1,585,271,841 97.22

小計 1,585,271,841 97.22

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 45,293,074 2.78

合計(純資産総額) 1,630,564,915 100.0

(注)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年１月31日現在)

国／

地域
種　類 銘　柄　名

数量

（口数）

帳簿価額

単　　価

（円）

帳簿価額

金　　額

（円）

評価額

単　価

（円）

評価額

金　額

（円）

投資

比率

（％）

日本
投資信託

受益証券

ピムコ・

ジャパン

クレジット・

ファンド

(適格機関

投資家専用)

1,615,956,017 1.0092 1,630,906,499 0.9804 1,584,283,279 97.16

日本
投資信託

受益証券

FOFs用

短期金融資産

ファンド

(適格機関

投資家専用)

1,003,311 0.9865 989,766 0.9853 988,562 0.06

(注)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2022年１月31日現在)

種　　　類 投資比率(％)

投資信託受益証券 97.22

合　　　計 97.22

(注)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2022年１月31日(直近日)現在、同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の

推移は次の通りです。

年　月　日
純資産総額(円) １口当たり純資産額(円)

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第１計算期間末 (2017年６月29日) 8,097,126,386 8,180,024,582 0.9768 0.9868

第２計算期間末 (2018年６月29日) 3,051,279,819 3,051,279,819 0.9547 0.9547

第３計算期間末 (2019年７月１日) 2,742,749,428 2,742,749,428 0.9931 0.9931

第４計算期間末 (2020年６月29日) 1,850,667,679 1,850,667,679 1.0417 1.0417

第５計算期間末 (2021年６月29日) 1,871,024,416 1,871,024,416 1.0522 1.0522

第６計算期間(中間期) (2021年12月29日) 1,659,965,353 1,659,965,353 1.0435 1.0435

2021年１月末日 1,863,404,563 － 1.0644 －

２月末日 1,892,814,214 － 1.0575 －

３月末日 1,868,322,243 － 1.0436 －

４月末日 1,876,979,452 － 1.0477 －

５月末日 1,867,677,105 － 1.0513 －

６月末日 1,873,082,233 － 1.0533 －

７月末日 1,888,628,391 － 1.0601 －

８月末日 1,861,477,641 － 1.0577 －

９月末日 1,842,301,740 － 1.0518 －

10月末日 1,728,376,674 － 1.0465 －

11月末日 1,713,881,630 － 1.0432 －

12月末日 1,660,079,257 － 1.0435 －

2022年１月末日 1,630,564,915 － 1.0271 －

(注)　表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

期 計算期間 １口当たりの分配金(円)

第１計算期間 2016年６月30日～2017年６月29日 0.01

第２計算期間 2017年６月30日～2018年６月29日 0.00

第３計算期間 2018年６月30日～2019年７月１日 0.00

第４計算期間 2019年７月２日～2020年６月29日 0.00

第５計算期間 2020年６月30日～2021年６月29日 0.00
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③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率(％)

第１計算期間 2016年６月30日～2017年６月29日 △1.32

第２計算期間 2017年６月30日～2018年６月29日 △2.26

第３計算期間 2018年６月30日～2019年７月１日 4.02

第４計算期間 2019年７月２日～2020年６月29日 4.89

第５計算期間 2020年６月30日～2021年６月29日 1.01

第６計算期間(中間期) 2021年６月30日～2021年12月29日 △0.83

(注)　各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下

「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

なお、第１計算期間の収益率は、前計算期間末の基準価額10,000円として計算しております。

（４）【設定及び解約の実績】

期 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済み数量(口)

第１計算期間
2016年６月30日～

2017年６月29日
14,228,862,843 5,939,043,225 8,289,819,618

第２計算期間
2017年６月30日～

2018年６月29日
209,005,751 5,302,606,892 3,196,218,477

第３計算期間
2018年６月30日～

2019年７月１日
97,599,343 531,969,294 2,761,848,526

第４計算期間
2019年７月２日～

2020年６月29日
77,845,454 1,063,136,647 1,776,557,333

第５計算期間
2020年６月30日～

2021年６月29日
196,563,609 194,977,065 1,778,143,877

第６計算期間

(中間期)

2021年６月30日～

2021年12月29日
42,016,004 229,386,742 1,590,773,139

(注)　本邦外における販売、解約の実績はありません。第１計算期間の設定数量には当初設定数量を含みます。

EDINET提出書類

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

10/55



（参考情報）
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第３【ファンドの経理状況】

※「１　財務諸表」の末尾に以下の内容を追加します。

１）本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号)並びに、同規則第38条の３及び同規則第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関す

る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２）本ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期中間計算期間(2021年６月30日

から2021年12月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま

す。
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中間財務諸表

【ＳＢＩ－ＰＩＭＣＯ　ジャパン・ベターインカム・ファンド】

（１）【中間貸借対照表】

(単位：円)

第５期

(2021年６月29日現在)

第６期中間計算期間

(2021年12月29日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託 355,694 719,729

コール・ローン 63,221,580 54,603,268

投資信託受益証券 1,811,609,827 1,610,642,651

流動資産合計 1,875,187,101 1,665,965,648

資産合計 1,875,187,101 1,665,965,648

負債の部

流動負債

未払解約金 52,576 1,958,921

未払受託者報酬 256,704 249,071

未払委託者報酬 2,053,579 1,992,482

未払利息 6 1

その他未払費用 1,799,820 1,799,820

流動負債合計 4,162,685 6,000,295

負債合計 4,162,685 6,000,295

純資産の部

元本等

元本 1,778,143,877 1,590,773,139

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 92,880,539 69,192,214

元本等合計 1,871,024,416 1,659,965,353

純資産合計 1,871,024,416 1,659,965,353

負債純資産合計 1,875,187,101 1,665,965,648
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

第５期中間計算期間

(自　2020年６月30日

　至　2020年12月29日)

第６期中間計算期間

(自　2021年６月30日

　至　2021年12月29日)

営業収益

配当株式 12,407,215 11,914,821

受取利息 8 5

有価証券売買等損益 35,670,593 △22,881,997

営業収益合計 48,077,816 △10,967,171

営業費用

支払利息 1,957 1,244

受託者報酬 255,877 249,071

委託者報酬 2,047,002 1,992,482

その他費用 2,035,880 1,799,820

営業費用合計 4,340,716 4,042,617

営業利益又は営業損失（△） 43,737,100 △15,009,788

経常利益又は経常損失（△） 43,737,100 △15,009,788

中間純利益又は当期純損失（△） 43,737,100 △15,009,788

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は

一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,505,890 △1,108,278

期首剰余金又は期首欠損金（△） 74,110,346 92,880,539

剰余金増加額又は欠損金減少額 4,608,046 2,204,621

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,608,046 2,204,621

剰余金減少額又は欠損金増加額 4,185,944 11,991,436

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,185,944 11,991,436

中間剰余金又は中間欠損金（△） 116,763,658 69,192,214
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（３）【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価してお

ります。

(中間貸借対照表に関する注記)

項　　　目
第５期

(2021年６月29日現在)

第６期中間計算期間

(2021年12月29日現在)

１. 当該中間計算期間の末日に

おける受益権の総数
1,778,143,877口 1,590,773,139口

２. 元本の欠損

純資産額が元本総額を下回る

場合におけるその差額
-円 -円

３. １口当たり純資産額 1.0522円 1.0435円

(１万口当たり純資産額) (10,522円) (10,435円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項　　　目
第５期

(2021年６月29日現在)

第６期中間計算期間

(2021年12月29日現在)

１. 中間貸借対照表計上額、

時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則とし

てすべて時価で評価しているため、

貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。

中間貸借対照表上の金融商品は原則

としてすべて時価で評価しているた

め、中間貸借対照表計上額と時価と

の差額はありません。

２. 時価の算定方法 ①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券

(重要な会計方針に係る事項に関する

注記)に記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する

注記)に記載しております。

②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品

これらの商品は短期間で決済される

ため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価と

しております。

これらの商品は短期間で決済される

ため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価と

しております。

３. 金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基

づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定に

おいては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なること

もあります。

金融商品の時価の算定においては一

定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもありま

す。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

１．本書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における元本額の変動

項　　　目
第５期

(2021年６月29日現在)

第６期中間計算期間

(2021年12月29日現在)

期首元本額 1,776,557,333円 1,778,143,877円

期中追加設定元本額 196,563,609円 42,016,004円

期中一部解約元本額 194,977,065円 229,386,742円

２．有価証券関係

該当事項はありません。

３．デリバティブ取引関係

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

※以下の内容に更新します。

＜更新後＞

2022年１月31日現在

Ⅰ　資産総額 1,632,767,935円

Ⅱ　負債総額 2,203,020円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,630,564,915円

Ⅳ　発行済口数 1,587,549,981口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0271円

　（１万口当たり純資産額） （10,271円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(１)　資本金の額

＜訂正前＞

①　資本金の額(2021年７月末日現在)

(略)

＜訂正後＞

①　資本金の額(2022年１月末日現在)

(略)

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

(略)

2021年７月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通

りです。

(2021年７月末日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 53 131,965

単位型株式投資信託 239 787,539

＜訂正後＞

(略)

2022年１月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通

りです。

(2022年１月末日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 64 160,286

単位型株式投資信託 280 852,808

EDINET提出書類

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

18/55



３【委託会社等の経理状況】

※以下の内容に更新します。

＜更新後＞

① 財務諸表の作成方法について

委託会社であるＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下

「財務諸表等規則」という）第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成されております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和52年

大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という）第38条および第57条の規定により、中間財務

諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成され

ております。

財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

② 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(自 令和２年４月１日 至 令

和３年３月31日)の財務諸表ならびに当事業年度に係る中間会計期間(自 令和３年４月１日  至 令和３年

９月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

前事業年度

(令和2年3月31日現在)

当事業年度

(令和3年3月31日現在)

科目
注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

内訳

（千円）

金額

（千円）

(資産の部)

流動資産

現金・預金 374,168 694,448

前払費用 12,979 17,973

未収入金 2,058 1,174

未収委託者報酬 146,121 213,053

未収運用受託報酬 24,598 24,496

立替金 2,121 174

流動資産計 562,047 951,320

固定資産

有形固定資産 4,227 2,662

建物 ※1 3,949 2,495

器具備品 ※1 278 167

無形固定資産 4,495 13,383

ソフトウエア 4,300 13,220

商標権 194 163

投資その他の資産 18,257 18,032

投資有価証券 97 109

長期前払費用 6,178 2,609

繰延税金資産 2,941 6,273

差入保証金 9,040 9,040

固定資産計 26,981 34,078

資産合計 589,029 985,399
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(負債の部)

流動負債

未払金 46,700 77,049

未払手数料 32,471 50,571

その他未払金 14,229 26,478

未払消費税等 15,925 27,207

未払法人税等 45,193 107,361

未払費用 35,078 34,963

預り金 1,455 1,595

その他 19,949 39,578

流動負債計 164,302 287,757

固定負債

資産除去債務 1,321 －

固定負債計 1,321 －

負債合計 165,624 287,757

(純資産の部)

株主資本

資本金 150,000 150,000

資本剰余金 150,000 150,000

資本準備金 150,000 150,000

利益剰余金 123,406 397,635

その他利益剰余金 123,406 397,635

繰越利益剰余金 123,406 397,635

株主資本計 423,406 697,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 6

評価・換算差額等合計 △1 6

純資産合計 423,404 697,641

負債・純資産合計 589,029 985,399
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（２）【損益計算書】

前事業年度

（自　平成31年4月 1日

　　至　令和 2年3月31日）

当事業年度

（自　令和 2年4月 1日

　　至　令和 3年3月31日）

科目
注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

内訳

（千円）

金額

（千円）

営業収益

委託者報酬 616,780 913,541

運用受託報酬 82,813 89,835

営業収益計 699,593 1,003,376

営業費用

支払手数料 118,849 212,582

広告宣伝費 11,407 11,000

委託調査費 97,643 81,785

協会費 2,139 2,540

委託計算費 146,239 170,862

支払報酬 － 2,500

営業費用計 376,279 481,271

一般管理費

給与 59,524 62,995

役員報酬 25,000 25,850

給与・手当 33,024 37,145

賞与 1,500 －

法定福利費 7,596 8,602

福利厚生費 870 1,456

退職給付費用 2,173 2,489

募集費 2,850 250

業務委託費 17,865 17,606

不動産賃料 8,116 8,116

修繕維持費 2,028 2,056

固定資産減価償却費 2,765 3,451

租税公課 4,994 10,325

什器備品費 498 162

支払報酬 5,165 6,579

諸経費 6,264 5,116

一般管理費計 120,714 129,207

営業利益 202,599 392,897

営業外収益

受取利息 1 2

為替差益 － 129

雑収入 203 245

営業外収益計 204 377

営業外費用

為替差損 212 －
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その他 － 0

営業外費用計 212 0

経常利益 202,591 393,273

税引前当期純利益 202,591 393,273

法人税、住民税及び事業税 48,733 122,381

法人税等調整額 11,542 △3,335

当期純利益 142,315 274,228
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位：千円）

株　　　　主　　　　資　　　　本

資 本 金

資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

株　　主

資　　本

合　　計

資　　本

準 備 金

資　　本

剰 余 金

合　　計

そ　の　他

利益剰余金
利　　益

剰 余 金

合　　計
繰越利益

剰 余 金

当　　 期　　 首　　 残　　 高 150,000 150,000 150,000 △18,908 △18,908 281,091

当　　 期　　 変　　 動　　 額

　　当　　期　　純　　利　　益 142,315 142,315 142,315

株主資本以外の項目の当期変動額

（　　　　純　　　額　　　　）

当　 期　 変　 動　 額　合　計 － － － 142,315 142,315 142,315

当　　 期　　 末　　 残　　 高 150,000 150,000 150,000 123,406 123,406 423,406

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純　資　産

合　　　計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当　　 期　　 首　　 残　　 高 0 0 281,092

当　　 期　　 変　　 動　　 額

　　当　　期　　純　　利　　益 142,315

株主資本以外の項目の当期変動額

（　　　　純　　　額　　　　）
△2 △2 △2

当　 期　 変　 動　 額　合　計 △2 △2 142,312

当　　 期　　 末　　 残　　 高 △1 △1 423,404
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当事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

株　　　　主　　　　資　　　　本

資 本 金

資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

株　　主

資　　本

合　　計

資　　本

準 備 金

資　　本

剰 余 金

合　　計

そ　の　他

利益剰余金
利　　益

剰 余 金

合　　計
繰越利益

剰 余 金

当　　 期　　 首　　 残　　 高 150,000 150,000 150,000 123,406 123,406 423,406

当　　 期　　 変　　 動　　 額

　　当　　期　　純　　利　　益 274,228 274,228 274,228

株主資本以外の項目の当期変動額

（　　　　純　　　額　　　　）

当　 期　 変　 動　 額　合　計 － － － 274,228 274,228 274,228

当　　 期　　 末　　 残　　 高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純　資　産

合　　　計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当　　 期　　 首　　 残　　 高 △1 △1 423,404

当　　 期　　 変　　 動　　 額

　　当　　期　　純　　利　　益 274,228

株主資本以外の項目の当期変動額

（　　　　純　　　額　　　　）
8 8 8

当　 期　 変　 動　 額　合　計 8 8 274,236

当　　 期　　 末　　 残　　 高 6 6 697,641
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[注記事項]

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理）を採用しておりま

す。

２．固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法によっております。(ただし、平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備については定率

法によっております。)

なお、耐用年数は以下のとおりであります。　

建物　    8～18年

器具備品　　　5年

②　無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア　5年

商標権　　　 10年

３．引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により算出した金額及び個別に見積りした金

額を計上しております。

なお、当事業年度末における貸倒引当金の計上はございません。

②　賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており

ます。

なお、当事業年度末における賞与引当金の計上はございません。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当

事業年度の費用として処理しております。
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（重要な会計上の見積り）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

繰延税金資産　　　　   6,273千円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており

ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際

に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延

税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日企業会計基

準委員会)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員

会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業

会計基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企

業会計基準委員会）

EDINET提出書類

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/55



(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同

じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国

会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている

状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関し

て、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」

等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か

ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた

実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取

扱いを定めることとされております。

(2) 適用予定日

2022年３月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定

であります。

（表示方法の変更）

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の

年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事

業年度に係る内容については記載しておりません。
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（貸借対照表関係）

前事業年度

(令和2年3月31日現在)

当事業年度

(令和3年3月31日現在)

※1　有形固定資産の減価償却累計額 ※1　有形固定資産の減価償却累計額

建物 380千円 建物 515千円

器具備品 521千円 器具備品 632千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

当事業年度

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数 １．発行済株式の種類及び総数

株式の

種類

当事業

年度期首

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当事業

年度末

(株)

株式の

種類

当事業

年度期首

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当事業

年度末

(株)

普通

株式
6,000 ― ― 6,000

普通

株式
6,000 ― ― 6,000

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

前事業年度

(令和2年3月31日現在)

当事業年度

(令和3年3月31日現在)

１．金融商品の状況に関する事項 １．金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し

ております。

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し

ております。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理

体制

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理

体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用

業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス

クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を

社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社

内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて

おります。未払金は、そのほとんどが１ヵ月以内の支払期

日であります。

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と

なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持

することで、流動性リスクを管理しております。

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用

業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス

クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を

社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社

内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて

おります。未払金は、そのほとんどが１ヵ月以内の支払期

日であります。

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と

なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持

することで、流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項 ２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照

表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

貸借対照

表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

(1) 現金・預金 374,168 374,168 ― (1) 現金・預金 694,448 694,448 ―

(2) 未収委託者

報酬
146,121 146,121 ―

(2) 未収委託者

報酬
213,053 213,053 ―

(3) 未収運用

受託報酬
24,598 24,598 ―

(3) 未収運用

受託報酬
24,496 24,496 ―

資産計 544,888 544,888 ― 資産計 931,998 931,998 ―

(1) 未払手数料 32,471 32,471 ― (1) 未払手数料 50,571 50,571 ―

(2) その他未払金 14,229 14,229 ― (2) その他未払金 26,478 26,478 ―

負債計 46,700 46,700 ― 負債計 77,049 77,049 ―

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項 (注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産 資産

(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬、

(3) 未収運用受託報酬

(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬、

(3) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ

ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ

ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債 負債

(1) 未払手数料、 (2) その他未払金 (1) 未払手数料、 (2) その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ

ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ

ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額 (注2)金銭債権の決算日後の償還予定額

1年以内

(千円)

1年超

(千円)

1年以内

(千円)

1年超

(千円)
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(1) 現金・預金 374,168 ― (1) 現金・預金 694,448 ―

(2) 未収委託者

報酬
146,121 ―

(2) 未収委託者

報酬
213,053 ―

(3) 未収運用

受託報酬
24,598 ―

(3) 未収運用

受託報酬
24,496 ―

資産計 544,888 ― 資産計 931,998 ―

（退職給付関係）

前事業年度

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

当事業年度

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

１．採用している退職給付金制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は2,173千円で

あります。

１．採用している退職給付金制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は2,489千円で

あります。

（税効果会計関係）

前事業年度

(令和2年3月31日現在)

当事業年度

(令和3年3月31日現在)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

　繰越欠損金 － 　繰越欠損金 －

未払事業税 2,448千円 未払事業税 6,219千円

　その他 865千円 　その他 57千円

繰延税金資産合計 3,313千円 繰延税金資産合計 6,276千円

繰延税金負債 繰延税金負債

　資産除去債務に対応する費用 △372千円 　資産除去債務に対応する費用 －

繰延税金負債合計 △372千円 　その他有価証券評価差額金 △3千円

繰延税金資産(負債)の純額 2,941千円 繰延税金負債合計 △3千円

繰延税金資産(負債)の純額 6,273千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原

因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ

るため注記を省略しております。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ

るため注記を省略しております。
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（セグメント情報等）

前事業年度

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

当事業年度

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

１.セグメント情報 １.セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載

を省略しております。

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載

を省略しております。

２.関連情報 ２.関連情報

①サービスごとの情報 ①サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算

書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており

ます。

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算

書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており

ます。

②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報

営業収益 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計

算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計

算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

有形固定資産 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表

の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表

の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３.主要な顧客ごとの情報 ３.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益

の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ております。

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益

の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ております。
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（関連当事者情報)

前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との

関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

ＳＢＩ

ホールディングス

株式会社

東京都港区 92,018

株式等の保

有を通じた

企業グルー

プの統括・

運営等

(被所有)

間接

90.0％

役員の兼務

本社建物の賃借

出向等

人件費等

の立替
60,866

その他

未払金
4,294

― ―
差入保

証金
9,040

(注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま

す。

２．取引条件は第三者との取引価格を参考に協議の上決定しております。

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との

関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

の子会

社

ＳＢＩ生命

株式会社
東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約

運用受託

報酬

(注2)

20,171

未収運

用受託

報酬

5,679

ＳＢＩ損害保険

株式会社
東京都港区 20,500 損害保険業 ―

投資一任契約

投資助言契約

運用受託

報酬

(注2)

7,596

未収運

用受託

報酬

4,385

(注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま

す。

２．取引条件は第三者との取引価格を参考に協議の上決定しております。

２.親会社に関する注記

　 親会社情報

　　ＳＢＩホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

モーニングスター株式会社（東京証券取引所ジャスダック市場に上場）

ＳＢＩアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との

関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

ＳＢＩ

ホールディングス

株式会社

東京都港区 98,711

株式等の保

有を通じた

企業グルー

プの統括・

運営等

(被所有)

間接

90.0％

役員の兼務

本社建物の賃借

出向等

人件費等

の立替

(注2)

67,546
その他

未払金
4,662

保証金の

差入

(注2)

―
差入保

証金
9,040

(注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま

す。

２．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との

関係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

の子会

社

ＳＢＩ生命

株式会社
東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約

運用受託

報酬

(注2)

20,231

未収運

用受託

報酬

5,915

ＳＢＩ損害保険

株式会社
東京都港区 20,500 損害保険業 ―

投資一任契約

投資助言契約

運用受託

報酬

(注2)

3,686

未収運

用受託

報酬

523

(注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま

す。

２．取引条件は第三者との取引価格を参考に協議の上決定しております。

２.親会社に関する注記

　 親会社情報

　　ＳＢＩホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)

モーニングスター株式会社（東京証券取引所に上場）

ＳＢＩアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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(１株当たり情報)

前事業年度

（自　平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

当事業年度

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

１株当たり純資産額　　　　　　　    70,567円48銭

１株当たり純利益金額　　　　　　    23,719円21銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額　　　　　　　　 116,273円65銭

１株当たり純利益金額　　　　　　　  45,704円75銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

　当期純利益　　　　　　　　　　　   142,315千円

　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　  －千円

　普通株主に係る当期純利益　　　　   142,315千円

　期中平均株式数　　　　　　　　　　　 6,000株

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

　当期純利益　　　　　　　　　　　   274,228千円

　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　  －千円

　普通株主に係る当期純利益　　　　   274,228千円

　期中平均株式数　　　　　　　　　　　 6,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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中間財務諸表等　

① 中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間

(令和３年９月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金 798,639

前払費用 23,040

未収入金 1,154

未収委託者報酬 250,214

未収運用受託報酬 23,911

流動資産合計 1,096,960

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 2,376

器具備品 ※1 118

有形固定資産合計 2,495

無形固定資産

ソフトウエア 18,270

商標権 147

無形固定資産合計 18,418

投資その他の資産

投資有価証券 111

長期前払費用 824

繰延税金資産 4,719

差入保証金 9,040

投資その他の資産合計 14,695

固定資産合計 35,608

資産合計 1,132,568

EDINET提出書類

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/55



(単位：千円)

当中間会計期間

　 (令和３年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金 92,622

未払手数料 62,087

その他未払金 30,535

未払消費税等 ※2 11,473

未払法人税等 71,830

未払費用 36,220

仮受金 67,618

流動負債合計 279,766

負債合計 279,766

純資産の部

株主資本

資本金 150,000

資本剰余金

　資本準備金 150,000

　資本剰余金合計 150,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 552,794

利益剰余金合計 552,794

株主資本合計 852,794

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8

評価・換算差額等合計 8

純資産合計 852,802

負債純資産合計 1,132,568

EDINET提出書類

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

37/55



② 中間損益計算書

(単位：千円)

当中間会計期間

(自 令和３年４月１日

　至 令和３年９月30日)

営業収益

委託者報酬 551,090

運用受託報酬 44,156

営業収益計 595,246

営業費用

支払手数料 129,083

広告宣伝費 750

委託調査費 49,144

協会費 1,414

委託計算費 110,024

支払報酬 1,000

営業費用計 291,416

一般管理費

給料 38,970

役員報酬 13,700

給料・手当 21,570

　賞与 3,700

法定福利費 6,161

福利厚生費 805

退職給付費用 1,619

募集費 2,750

業務委託費 10,325

不動産賃料 4,058

修繕維持費 1,028

固定資産減価償却費 ※ 2,973

租税公課 5,622

支払報酬 3,135

諸経費 2,823

一般管理費計 80,272

営業利益 223,557

営業外収益

受取利息 1

為替差益 94

雑収入 193

営業外収益計 289

経常利益 223,847

税引前中間純利益 223,847

法人税、住民税及び事業税 67,133

法人税等調整額 1,553
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法人税等合計 68,687

中間純利益 155,159
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③ 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 令和３年４月１日　至　令和３年９月30日）

（単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金
利益

剰余金

合計
繰越利益

剰余金

当期首残高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635

当中間期変動額

中間純利益 155,159 155,159 155,159

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― ― ― 155,159 155,159 155,159

当中間期末残高 150,000 150,000 150,000 552,794 552,794 852,794

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 6 6 697,641

当中間期変動額

中間純利益 155,159

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
1 1 1

当中間期変動額合計 1 1 155,160

当中間期末残高 8 8 852,802
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［注記事項］

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法によっております。(ただし、平成28年3月31日以前に取得した有形固定資産については定率

法によっております。)

なお、耐用年数は以下のとおりであります。　

建物　    8～18年

器具備品　　　5年

②　無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数は以下のとおりであります。

　　　ソフトウエア　5年

　　　商標権　　　 10年

３．収益及び費用の計上基準

　　　　当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時

点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率

を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されま

す。

運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき

算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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（会計方針の変更）

　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号  2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたし

ました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従っ

て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。な

お、中間財務諸表に与える影響はありません。

　　　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注

記を行うこととしております。

（表示方法の変更）

　（中間貸借対照表）

　 　 前中間会計期間において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「仮受金」は、金額的重

要性が増したため、当中間期間において独立掲記することとしております。

（中間貸借対照表関係）

※１  有形固定資産の減価償却累計額

当中間会計期間

　 （令和３年９月30日）

   建物 634千円

   器具備品 681千円

 

※２  消費税及び地方消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

（中間損益計算書関係）

※  減価償却実施額

当中間会計期間

　
(自  令和３年４月１日

　至  令和３年９月30日)

   有形固定資産 167千円

   無形固定資産 2,805千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　当中間会計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年９月30日）

　１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度

期首株式数(株)
増加株式数(株) 減少株式数(株)

当中間会計期間末

株式数(株)

普通株式 6,000 ― ― 6,000

　２．自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

　３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。

（金融商品関係）

　１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

当中間会計期間（令和３年９月30日）

中間貸借対照表

計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

投資有価証券 111 111 ―

資産計 111 111 ―

　(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払手数料」「その他未払金」 は短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　(*2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することもあります。

　２．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

　　　　

　　　時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

　　　　当中間会計期間（令和３年９月30日）

投資信託（中間貸借対照表計上額　111千円）に関する事項については、「中間財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置」（令和二年三月六日内閣府令第九

号）に基づき、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一である

ことから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しておりま

す。

（セグメント情報等）

当中間会計期間（自  令和３年４月１日  至  令和３年９月30日）

１．セグメント情報

当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

①サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。

②地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記

載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手がないため、記載

を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項     目
当中間会計期間

（令和３年９月30日）

１株当たり純資産額 142,133円77銭

（算定上の基礎）

純資産の部の合計額（千円） 852,802

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ―

普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（千円） 852,802

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の

普通株式の数（株）
6,000

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項     目

当中間会計期間

（自  令和３年４月１日

　　至  令和３年９月30日）

１株当たり中間純利益金額 25,859円91銭

（算定上の基礎）

中間純利益金額（千円） 155,159

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 155,159

普通株式の期中平均株式数（株） 6,000

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

名　　　称
資本金の額

(2021年３月末日現在)
事業の内容

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと

ともに、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律(兼営法)に

基づき信託業務を営んでいま

す。

再信託

受託会社
株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと

ともに、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律(兼営法)に

基づき信託業務を営んでいま

す。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 「金融商品取引法」に定める第

一種金融商品取引業を営んでい

ます。

マネックス証券株式会社 12,200百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

＜訂正後＞

名　　　称
資本金の額

(2021年９月末日現在)
事業の内容

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと

ともに、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律(兼営法)に

基づき信託業務を営んでいま

す。

再信託

受託会社
株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むと

ともに、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律(兼営法)に

基づき信託業務を営んでいま

す。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 「金融商品取引法」に定める第

一種金融商品取引業を営んでい

ます。

マネックス証券株式会社 12,200百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円
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独立監査人の監査報告書

令和3年6月8日

ＳＢＩボンド・インベストメント・

マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社

取　締　役　会　　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 郷　右　近　　隆　也　印
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監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和2年4月1日から令和3

年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、

財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書

において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が

基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

※２. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

当期委託会社中間監査報告書へ
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独立監査人の中間監査報告書

令和3年11月30日

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社

取　締　役　会　　　御　中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 郷右近　　隆　也　　印
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中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第７期

事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

EDINET提出書類

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

51/55



監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

※２. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書

2022年2月17日

ＳＢＩボンド・インベストメント・

マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社

　　取　　締　　役　　会　　　　　御　　中　

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

東　 京　 事　 務　 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 中　　島　　紀　　子　　印
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中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられているＳＢＩ－ＰＩＭＣＯジャパン・ベターインカム・ファンドの2021年6月30日から2021年

12月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに

中間注記表について中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、ＳＢＩ－ＰＩＭＣＯジャパン・ベターインカム・ファンドの2021年12月29日現在の信託財産の

状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年6月30日から2021年12月29日まで）の損益の状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。

中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネ

ジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい

る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関

して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお

いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ

らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度

監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な

虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選

択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有

用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告

書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
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人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ

ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

利害関係

　ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との

間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

※２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。

当期委託会社監査報告書へ
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